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■非自発的失業者の要件となる離職理由コードと離職理由
離職理由
コード｠ 離職理由
11 解雇（離職理由コード50の重責解雇を除く）
12 天災その他の理由により事業の継続が不可能になったこと

による解雇

21 雇止めによる退職（雇用期間３年以上、契約更新１回以上、
雇止め通知ありの場合）

22 雇止めによる退職（雇用期間３年未満、更新明示ありの場合）
23 契約期間満了（雇用期間３年未満、更新明示なし）
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退

職、退職勧奨
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

33 やむを得ないと判断される自己都合退職（被保険者期間が
12カ月以上の場合）

34 やむを得ないと判断される自己都合退職（被保険者期間が
６カ月以上12カ月未満の場合）

※受給期間終了後、雇用保険受給資格者証、または雇用保険受給資格
通知を破棄されている場合はハローワークでご相談ください。

■医療費通知の発送時期
発送月 ６月 ９月 12月 ２月
診療月 １～３月 ４～６月 ７～９月 10～12月

非
自
発
的
失
業
者
の

保
険
料
軽
減

　

会
社
の
倒
産
や
解
雇
等
に

よ
り
失
業
し
た
国
民
健
康
保

険
（
国
保
）
加
入
者
の
保
険

料
を
軽
減
し
ま
す
。
軽
減
を

受
け
る
に
は
、
申
請
が
必
要

で
す
。

■
対
象　
次
の
す
べ
て
の
要

件
を
満
た
す
人

・
離
職
時
点
65
歳
未
満

・
雇
用
保
険
の
「
特
定
受
給

資
格
者
」
ま
た
は
「
特
定
理

由
離
職
者
」
と
認
定
さ
れ
た

人※
特
定
受
給
資
格
者
と
特
定

理
由
離
職
者
の
確
認
は
、
雇

用
保
険
受
給
資
格
者
証
、
ま

た
は
雇
用
保
険
受
給
資
格
通

知
に
記
載
の
離
職
年
月
日
と

離
職
理
由
コ
ー
ド
（
表
）
で

確
認
で
き
ま
す
。

■
軽
減
方
法　
失
業
者
の
前

年
給
与
所
得
を
実
際
の
３
割

と
み
な
し
て
保
険
料
を
算
定

し
、
ま
た
高
額
療
養
費
負
担

限
度
額
等
の
所
得
区
分
の
再

判
定
を
行
い
ま
す
。

※
給
与
所
得
以
外
の
所
得
や

失
業
者
本
人
以
外
の
国
保
加

入
者
の
給
与
所
得
は
対
象
外

で
す
。

■
軽
減
期
間　
離
職
日
翌
日

の
属
す
る
月
か
ら
翌
年
度
末

の
間

（
例
）
令
和
４
年
３
月
31
日

〜
令
和
５
年
３
月
30
日
に
失

業
し
た
人

国
保
料
＝
離
職
日
翌
日
の
属

す
る
月
〜
令
和
６
年
３
月

高
額
療
養
費
負
担
限
度
額
等

＝
離
職
月
の
翌
月
〜
令
和
６

年
７
月

※
他
の
健
康
保
険
へ
の
加
入

等
に
よ
り
、
国
保
の
資
格
を

喪
失
し
た
時
点
で
軽
減
終
了
。

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の

国
民
健
康
保
険
証
、
雇
用
保

険
受
給
資
格
者
証
、
ま
た
は

雇
用
保
険
受
給
資
格
通
知

そ
の
他
の
失
業
者
の

保
険
料
減
免

　

退
職
に
よ
る
国
保
加
入
者

が
雇
用
保
険
を
受
給
す
る
場

合
、
そ
の
受
給
期
間
に
相
当

す
る
保
険
料
に
つ
い
て
、
所

得
割
の
月
割
額
を
３
割
減
免

し
ま
す
。

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の

国
民
健
康
保
険
証
、
雇
用
保

険
受
給
資
格
者
証
、
ま
た
は

雇
用
保
険
受
給
資
格
通
知

※
失
業
等
に
よ
り
前
年
所
得

が
著
し
く
減
少
す
る
国
保
加

入
者
も
減
免
の
対
象
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

一
部
負
担
金
の
減
免
等

　

国
保
加
入
者
が
、
医
療
機

関
で
１
カ
月
に
支
払
う
一
部

負
担
金
が
高
額
と
な
る
場

合
、
一
定
の
要
件
に
該
当
す

れ
ば
一
部
負
担
金
を
減
免
し

ま
す
。

■
減
免
期
間　
原
則
年
間
３

カ
月
以
内
（
医
師
の
意
見
書

に
よ
り
最
大
６
カ
月
ま
で
延

長
可
）

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の

国
民
健
康
保
険
証
、
給
与
支

払
証
明
書
な
ど
加
入
者
全
員

の
収
入
状
況
等
を
証
明
で
き

る
書
類
、
通
帳

※
要
件
な
ど
詳
し
く
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問国保医療課国保年金係（☎983‒2962）

医療費のお知らせを発送します 　国民健康保険加入者の皆さんにご自身の治
療等にかかった医療費について確認していた
だく「医療費のお知らせ」を年４回送付して
います。
　10月～12月診療分は、２月下旬に発送しま
すので、ご確認ください。

※左表の診療月は「医療費のお知らせ」を発
行した時点で、医療機関等より請求を受け
た分の情報を元に作成しています。請求が
遅れた場合は、この限りではありません。
※発行日以降に資格等の変更があった場合、
修正の通知は発行しておりません。

国
民
健
康
保
険
料
等
の
負
担
を
軽
減

スマホ決済がさらに便利に！ ４月からａｕ ＰＡＹとｄ払いが利用可能
問 ▼国民健康保険料（普通徴収）、後期高齢者医療保険料（普通徴収）
　＝国保医療課（☎983‒2962）

▼介護保険料（普通徴収）＝高齢介護課（☎983‒1328）

▼住宅使用料（市営・改良）と駐車場使用料＝住宅管理課（☎983‒5767）

▼上下水道料金＝経営課（☎983‒5216）

▼市・府民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税（種別割）
　　＝税務課（☎983‒2481）

　

公
金
（
保
険
料
、
上
下
水
道

料
金
、
市
税
な
ど
）
の
ス
マ
ホ

決
済
ア
プ
リ
に
よ
る
納
付
が
、

Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

Ｐ
ａ
ｙ
に
加
え
、
令
和
６
年
４

月
か
ら
ａ
ｕ
Ｐ
Ａ
Ｙ
と
ｄ
払

い
で
も
可
能
に
な
り
ま
す
。

　

公
金
の
納
付
書
に
記
載
さ
れ

て
い
る
バ
ー
コ
ー
ド
を
ス
マ
ホ

の
カ
メ
ラ
で
読
み
取
り
、
電
子

マ
ネ
ー
で
決
済
を
行
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。
な
お
、
バ
ー
コ
ー

ド
が
な
い
も
の
や
、
納
期
限
を

過
ぎ
た
納
付
書
は
利
用
で
き
ま

せ
ん
。

　

詳
し
く
は
、
各
公
金
担
当
課

に
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く

か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
上
記

の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

か
ら
ア
ク
セ
ス

可
）
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

　バリアフリー改修工事を実施した場
合、工事完了の翌年度の固定資産税を、
１戸あたり100㎡を限度に３分の１減額
します。
■減額の要件
　新築した日から10年以上経過し、次の
❶～❸のいずれかの人が居住する住宅
（賃貸住宅を除く。改修後床面積50㎡以
上280㎡以下）であること
❶65歳以上の人（改修工事が完了した翌
年１月１日現在）
❷申請時点で要介護認定または要支援認
定を受けている人
❸申請時点で障がいのある人
■対象となる改修工事
　次の❶～❽のいずれかのバリアフリー
改修工事が完了した住宅で、補助金等を
除く自己負担額が50万円超のもの
❶廊下の拡幅❷階段のこう配の緩和❸浴
室の改良❹トイレの改修❺手すりの取り

付け❻床の段差解消❼引き戸への取り替
え❽床表面の滑り止め
■申請手続
　改修工事完了後３カ月以内に工事内
容・費用がわかる書類（工事明細書や工
事箇所の写真等）と居住要件を満たすこ
とを証明する書類等を添えて申請してく
ださい（必要に応じ、現地確認を行いま
す）。
※申請書にマイナンバーの記載が必要
となるため、マイナンバーと本人確
認ができる書類を提示してください。
郵送の場合は写しを添付してくださ
い。
※過去にこの減額を受けたことがある場
合、または住宅耐震改修軽減を受けて
いる場合は適用できません。また、工
事内容によっては、他の制度を利用で
きる場合があります。詳しくはお問い
合わせください。

　

国
民
健
康
保
険
料
（
第
９

期
分
）
の
納
期
限
は
２
月
29

日
（
木
）
で
す
。
納
期
限
ま

で
に
市
税
等
取
扱
金
融
機
関

や
コ
ン
ビ
ニ
、
ス
マ
ホ
決
済

（
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ

Ｅ
Ｐ
ａ
ｙ
）、
市
役
所
で
納

付
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

口
座
振
替
を
ご
希
望
の
人

は
、
引
き
落
と
し
を
希
望
す

る
月
の
前
月
15
日
ま
で
に
口

座
振
替
依
頼
書
を
市
税
等
取

扱
金
融
機
関
（
市
外
の
金
融

機
関
に
依
頼
書
が
な
い
場
合

あ
り
）
や
市
役
所
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

※
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
ご
利
用

の
場
合
は
、
直
接
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

※
納
期
限
ま
で
に
納
付
が
な

い
場
合
は
督
促
状
（
督
促
手

数
料
１
０
０
円
を
加
算
）
を

送
付
し
、
京
都
府
と
京
都
市

を
除
く
府
内
25
市
町
村
で
組

織
す
る
広
域
連
合
「
京
都
地

方
税
機
構
」
に
徴
収
事
務
を

移
管
し
ま
す
。

■
地
方
税
の
納
付
が

　
さ
ら
に
便
利
に

　

地
方
税
統
一
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

（
ｅ
Ｌ

－

Ｑ
Ｒ
）
が
印
刷
さ

れ
た
市
・
府
民
税
（
普
通
徴

収
）
や
固
定
資
産
税
の
督
促

状
は
、
市
役
所
や
全
国
の
金

融
機
関
窓
口
、
コ
ン
ビ
ニ
、

ス
マ
ホ
決
済
、
地
方
税
お
支

払
サ
イ
ト
で
納
付
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

市
税
等
の
納
付
は

便
利
な
口
座
振
替
の
ご
利
用
を

問
市
税
に
関
す
る
こ
と
＝

　

税
務
課
市
民
税
係
（
☎
９
８
３
･
２
４
８
１
）、

　

国
民
健
康
保
険
料
に
関
す
る
こ
と
＝

　

国
保
医
療
課
国
保
年
金
係
（
☎
９
８
３
・
２
９
６
２
）問税務課資産税係（☎983‒2480）

住宅のバリアフリー改修工事で
固定資産税を減額


